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百 里 の 会

６月２５日に一般社団法人「百里の会」の２回目の総会が開催されました。２０１８年１１月に法人を設立してから

１年半が経過しましたので、今までの活動を振り返り、今後の方針を確認する総会となりました。総会での報告、意

見、決定事項などを紹介します。

１ １４回の維持管理作業 ――事業報告
① 平和公園等の維持管理作業は、責任者風間道夫、現地梅沢優の体

制で１４回の作業を実施した。最多で９人の参加があった。

② 平和公園の説明用看板は図案を作成し、業者の見積もりもとったが、

百里基地反対連絡協議会との調整が必要との判断から建立に至って

いない。

③ 小屋の名称を「ゆうもあ館」と決めた。屋内の整理が必要である。

④ 平和公園への一般入場者は年間およそ２０００人であった。そのうち半分以上は航空祭関連であった。海外

からの入場者が３分の２を超えている。

⑤ 反対運動の歴史を紹介するリーフを作成する予定であったが、簡単な原案の作成で止まっている。次年度

には作成したい。

２ 看板を新設する ――事業計画
① 平和公園の維持管理作業は、作業体制を確立し、参加者も徐々に増

えているが、より若い人たちの参加を増やしたい。

② 「ゆうもあ館」を片付け、話し合いの場などに活用したい。そのために

は電気と水が必要であるが、電気は太陽光発電と発電機で供給でき

る。水は井戸を掘る必要があるので、業者から見積もりをとり検討する。

③ 新設する説明用看板は、百里基地反対連絡協議会とも相談して進め

る。

④ 九条の丘（射撃場山）の看板は、土台は活用するが、上物はすべて新調する。自前でやれば材料費２０万円

程度でできるだろうが、無理のない計画の下で進めたい。

⑤ ニュースは隔月での発行を目指すが、作成者を増やせるとよい。

⑥ 学習活動は、平和公園の見学者対象のものと、出前講座のようなものを実施する。

３ 全員を再任 ――役 員
理事７人と監事１人はすべて再任となりました。会長・副会長も再任、事務局長は継続です。

会長：伊達郷右衛門 副会長：梅沢優、谷萩陽一 事務局長：栗又衛

平和公園の維持管理作業、順調に進む
法人設立から1年半 ２回目の総会を開催
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3 東京高裁と最高裁

（1） 東京高裁は１２人の証人を採用

この判決に対して断固控訴。東京高裁では、引き続

き、証人尋間を請求。高裁は、１２人の証人を採用しま

した。憲法について、小林直樹教授、高柳信一教授、国

際法について宮崎繁樹教授、太平洋戦史研究者とし

て家永三郎教授、国際政治、軍事の研究者として古関

彰一氏、陸井三郎氏、藤井治夫氏、長尾正良氏、肥田

舜太郎氏、百里入植の歴史、反対闘争の歴史につい

て、地元の反対同盟の宮沢昭氏、川井弘喜氏、高塚惣

一朗氏。以上１２人の証人尋問が行なわれました。これ

によって、 一審の尋問で明らかにした自衛隊の実態

に加えて高裁の尋問では、憲法９条２項の解釈、憲法９

条が生まれた背景、憲法９条がもつ世界的な意義を明

らかにし、憲法９条と自衛隊の関係を一層深く究明しま

した。

（２）「戦争のために

土地は売らない」（宮沢昭）

とくに地元の３人の証言は「百

里反対闘争の農民の心」を訴え

たものです。

宮沢昭氏（１９２８年生まれ・満

蒙開拓団から引き揚げ）

（７９年７月１０日）

「戦争政策のためには土地は売

りませんが、平和のためだったら、ただでも出します」

「どうして私たちが第二次大戦中ああいうひどい目に

あったのか。戦争がなぜ起きたのか。基地闘争の経過

の中で私は理解が出来るようになったわけです。たし

かに基地が完成して飛行機が飛び出せば、百里には

いたくないと思いますが、百里から逃れて戦争のない

平和なところに行けるのか。それならば百里でもって今

までどおり平和のために我々のくらしを守るために運

動を続けるのが一番いい道だと言う確信をもったわけ

です。基地の建設には反対だが、売らざるを得なかっ

たという人たちの気持ちも汲んで闘いは維持していか

なければならないんだという気持ちが強かったんです」

（３）「命がなければ何にもならない」（川井弘喜）

川井弘喜氏（１９３６年生まれ・地元、玉造町の出

身） （７９年９月６日）

「自分は建築関係の屋根の仕事をしている。水戸、土

浦、千葉、東京へ出たほうが経済的には利益はいい。と

ころがそうじゃなくて、私は、平和なものを……戦争で

広島に原爆が落ちて未だに被害者が出ている。そうい

う事態に自衛隊を強化して戦争が起きたらいくら金も

らったって、命がなければ何にもならない。そのために、

私はあくまで平和でどんなことがあっても、たとえば、そ

の土地を１億円で買うといっても私は売りません」

百里弁護団長・内藤功

東京高裁での闘い

その2
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（４）「基地がなくなるまで戦う」（高塚惣一郎）

高塚惣一朗氏

（１９１０年生まれ・

地元小川町の出身

（７９年１０月２５日)

戦争中の１９４４

年８月１５日に、海

軍の軍人が来て、

「日本に大きな飛

行機ができて、長い

滑走路が必要だ、

無理を承知の戦争

だから、きみたちに

も無理を言うんだ、１週間以内に移転してくれ」と言う。

当時妻は妊娠中。自分は左足複雑骨折で入院中だ。

もう一週間待ってくれと頼んだ。移転料は４０００円。そ

れを受領する場に、金融機関の人が来ていて「いま使

う必要はないでしょうからこちらで預かります」。戦後、

預金は封鎖された。税金に充当された。

「悲惨な敗戦で、肉親や小学生時代の友達の多くが戦

死した。都市という都市は焼け、自分としても、或るとき

は『土地を出せ』、或るときは『食糧がないから食糧を

増産しろ』『また基地を造るからどけ』虫けらのごとくに

扱われた。今度こそは絶対に土地を手離さない。どのよ

うな理屈をつけようとも基地は存在するなかれ」

「自分の命があるかぎり、こどもから孫の代になっても、

基地がなくなるまで闘います」

（５）東京高裁は憲法判断を回避

この証言は、地元の梅沢さん、松原さん、深谷さんは

じめ百里の農民、住民の心を代表したものと思います。

しかし、東京高裁は、８１年７月７日に住民側の控訴を

棄却.違憲判断を回避しました。

「憲法問題についての判断を加える迄もなく、（契約解

除および防衛庁との売買契約締結は有効）、本件訴訟

の結論を導き出すことが可能であり、……自衛隊が憲

法９条に言う『戦力』に該当するかどうかという問題に

ついては、あえて当裁判所の見解を示さないこととす

る」というのです。高裁での憲法学者をはじめとする証

言の説得力によって、 一審のような露骨な判決理由を

書くことはしませんでしたが、如何にも思わせ振りな憲

法判断回避の手法をとったのです。

（６）高裁判決は、平和的生存権を認めた

しかし、高裁判決には、裁判闘争の力が反映して、今

後の闘いに活用できると思われる部分が１カ所ありま

した。

「憲法前文で確認された『平和的生存権』も、戦争と

戦争の脅威が存在するかぎり、人間の自由はあり得え

ないということに思いをいたせば、それを独立の権利と

呼ぶかどうかは別としても、あらゆる基本的人権の根

底に存在する最も基礎的な条件であって、憲法の基本

原理である基本的人権尊重主義の徹底化を期するた

めには、『平和的生存権』が現実の社会生活の上に実

現されなければならないことは明らかであろう」という

部分です。

ここで、「平和的生存権は、あらゆる基本的人権の

根底に存在する最も基礎的な『条件』」というところま

で認めさせたことは、「最も基礎的な『権利』」となると

ころまで、あと一歩で迫る足掛かりを作ったといえます。

これは百里裁判の一つの成果です。

（７）名古屋高裁のイラク派遣違憲判決へ発展

話は変わりますが、高裁判決の２３年後、２００４年か

ら約４年間、イラク派兵違憲差止め訴訟が全国１１カ所

の裁判所で闘われました。その中で、２００８年４月１７

日、名古屋高裁判決は「平和的生存権は、現代におい

て憲法の保障する基本的人権が平和の基盤なしには

存立し得ないことからして、全ての基本的人権の基礎

にあってその享有を可能ならしめる『基底的権利』で

あるということができ、単に憲法の基本的精神や理念

を表明したに留まるものではない」と明快に判決しまし

た。百里高裁判決の足掛かりを発展させたものです。
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（８）最高裁は、住民の上告を棄却したけれども

話を戻します。百里の高裁判決には断固上告しまし

た。百里農民は、最後まであきらめず闘う不動の意思

を表明しました。弁護団はつぎつぎと上告理由補充書

を提出し、主張を強化し、その都度最高裁に出向き、最

高裁調査官に面会し説明する努力を続けました。その

結果、８８年１２月６日、最高裁第３小法廷で口頭弁論

が開かれました。しかし８９年６月２０日、最高裁は上告

を棄却しました。「憲法９条の国際平和主義、戦争放

棄、戦力不保持などの規範は、民法９０条の『公の秩

序』の内容の一部を形成する」ことまでは認めました。

しかし、「（１９５８年の）本件売買契約当時、自衛隊の

ため売買契約を締結することは反社会的な行為であ

るとの認識が社会の一般的な観念として確立していた

ということはできない」として、「売買契約の違憲違法

無効」との住民側の上告をしりぞけたのです。

４ 百里裁判闘争の今に活きる意義

いま、百里基地は、日米戦闘機部隊の共同使用基

地となっています。米空軍爆撃機が日本周辺で行動す

るとき、百里の戦闘機部隊は、那覇、新田原、築城、小

松、三沢、千歳の戦闘機部隊と連携して、米軍機防護

にあたります。百里裁判で源田実元空幕長など多く

の証人が述べたとおりの米軍擁護の実態です。

しかし、百里農民は屈しません。戦争のために土地

は売らない。ここで農業をやるんだという精神は一貫し

ています。百里闘争の象徴は、

① 基地を取り巻く水田。１９６７年に水田化に成功し

たのです。

② 射撃場山（射爆山）に建てられた「自衛隊は憲法

最高裁前にて（１９８８年１２月６日、口頭弁論）

違反」の大看板。

③ 「く」の字型に湾曲した誘導路（副滑走路）。世界

に類がありません。

３１年に及ぶ憲法を正面に据え、憲法を武器として、

闘いぬいた百里の農民の勢いにおそれをなし、平和公

園はじめ、基地内に点在する民有地には手をつけられ

ません。

毎年２月１１日、初午まつりは、意気高く盛大に行な

われています。百里の闘いを永久に語り伝えていただ

きたいと思います。東海第二原発の闘いは、命とくらし

を守るため、団結し、憲法の平和的生存権を武器に闘

う点で、百里闘争の精神を継ぐものです。

（終わり）

裁 判 余 話
１９７９年９月６日。於東京高裁。証人川井弘喜。

西弁護士（国側）。

西：「川井さんあなたは共産党に所属しております

か」

川井：「……」

西：「……所属していますか」

川井：「……」 西弁護士は執拗に川井さんを何

度も攻めたてます。川井さんも動揺してきました。

そんな時、傍聴席から「川井さん、そんなことに答

える必要ねえぞ」と大声が上がりました。裁判長

「傍聴席は静かにしなさい」

川井さんは余裕を取り戻し悠然と「無言」。

裁判後の総括で池田眞規弁護士「申し訳ない。あ

れは我々が抗議すべきでした」と反省の弁。それに

しても、西弁護士の反対尋問はえげつなかった。

あの時傍聴席から声を挙げたのは誰だったか…

…。 （伊達郷右衛門）

初午まつりにて（右から１人目が内藤功氏）


